
特集/会 社経営の論理と倫理

会社法制の現代化一会社経営の論理 と倫理

照 屋 行 雄

1会 社法制の現代化一制定の背景と特徴

会社 の基本 に関す る規制は、現在(2005年11月22日)は 現行 商法 の中の会社 に関

す る規 定を さしている。我 が国の会社 に関す る法規制(会 社 法制)は 、商法典が制

定 され た1899年(明 治32年)以 来100年 以 上 もの長 期 にわた って、商法お よびその

関連法規 において規制す る方式が採用 され てきている。そ してr今 回現行商法お よ

びその関連法規 が大幅 に改正 ・統合 されて新 「会社法」 として単独制 定 され るこ と

に なった もので ある。

現行 の商法、明治32年 に ドイ ツや フランスの商法典 、法体系でい えばいわゆる大

陸法 と呼ばれ る独仏系の法体系 をべ 一スに して、それ を導入す る形で我 が国の近代

商法典 として整備 された。そ うい う意 味では大陸法の性格 を強 く受 け継 ぎ、かな り

法律 に規定 され た内容 に規制 されて、商人(会 社 ほか)の 商行為(経 営活動 な ど)

に関す る法規制 が厳格 に行なわれ てきたわけである。

しか しなが ら、第2次 世界 大戦 後、 この よ うな独 仏的 な大陸法 をべ 一ス とした商

法 に、英米的な法体系 とい うものがかな りの領域 で採用 され るよ うになった。我が

国の商法 も英米法の影響 を強 く受けて、かな り改編 されて きてい るのは周知 の事実

で ある。 実践的 な特性 をもつ英米法を注入す るこ とに よって、戦後の我 が国企業が

国民経済の発展や環境 要因の変化 に対応 できるよ うに、商法 とい うものをそれ に合

わせ て、英米 の考 え方 を導入 して発 展す る形 で改正 を積 み重ね てきた。

その商法 につ いては、1990年 代 の後半か ら次 々 と改正が加 え られて きた。 グロー一

バル化 への対応 、 とくにア メ リカ方式 を基礎 に英米法の会社法規定 が どん どん導入

され、展開 され てい るとい える。 それ は、1つ には、会社 法制 の現代化 とい う大き

な流れ の中で、改正 が積み重ね られて、 い よい よ今年 の6月 に法律 が通 常国会 を通
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過 し、来年 の5月 か ら適用 され る とい うことになった。会社法制 のルネ ッサ ンス と

い われ るゆえんである。

会社法制 の現代化 とい う概念 は2っ あって、制定 にっ いての形式的 な現代化 と、

内容 につい ての実質 的な現代化 の2つ に大 き く分 け られ る。形式的 な現代化 とい う

の は、現行商法 のカ タ仮名 と漢字 を組 みまわせ た文語体的表記法 か ら、平仮名 と漢

字 を組 み合 わせた 口語 体的表記法 に変 えるこ ととなった。それ か ら用語 につ いて整

理す る とともに、商法 関連 の3つ の重要 な法律 を一本化 して、会社 法典 とい う法律

の も とで統一的 に規 定す る とい うこ ととなった。

次 に、会社法制 の実質的 な現代化 とい うこ とで ある。 その主 な内容 は、第1に 、

コーポ レー ト・ガバ ナ ンスの あ り方 な ど会社 関連法規 間の不均衡 を是正す る とい う

こ と、第2に 、社 会経済情勢がか な り激 しい勢 いで変化 してお り、それに対 して法

制面での適切な対応 が求 め られ て きた ことに対す る法制度の整備 をい う。つま り、

経済環境要因の変化 に対応す る実質 的な改正 が行 われた とい うこ とにな る。

新会社 法の構成 ですが、全体で8編 、34章 か ら構 成 され てお り、それ に付則 がっ

いている。 全条文が979条 の会社法典 となってい る。現行の商法が499条 で、有 限会

社法 が89条 、それ か ら監査の特例 に関す る法律が30条 、合 わせて全 部で618条 とい

うこ とで、 これ らの 旧商法関連 法律 の全条文648条 が、 この度979条 か らなる会

社法典 に統合 され る とい うことになった。

また、新会社法 の体系は、第一編 が総則 、第 二編が株 式会社 に関す る規定 、第3

編 が持分会社 、第 四編 が社債 に関す る規 定です。 そ して、第5編 が組織変更等 に関

す る規定 を含ん でい る。それ に続 く外 国会社 、雑則 、罰則 を含 める と、全体が第8

編で構成 され てい ることが分か る。

2国 際経営 フォーラムの論題設定と概要

国際経営研 究所 の主催 す る今年 度 の国際経 営 フォー ラムは、来年度 の5月 適用 を

控 えて関連法令 の整備 や企 業側 での対応 準備 に入 ってい る会社 法につ いて、その狙

いや主要 な規制 内容 を しっか り学習 し、抱 える問題 や残 された課題 を探 り、そ して、

制度上 ・実践上の論点 を議論す る機 会 とした。

従 って、統 一テー マは、 よ り実践的な ものに焦 点 を当て る狙 いで、 「会社法制 の

現代化一新会社法で会社経営は こ う変わる一 」 と設 定 して企画 し、大学人 と実務指

導者 の基調報告 と円卓討論会の形 式で実施 した。

2



特集●会社経営の論理と倫理

2005年 度の国際経営 フォー ラムの開催概要 を示せ ば、次の とお りである。

***

① 開催 日時

② 開催場所

③ 統0論 題

④ 運営形態

⑤ 講演担当

⑥ 開催主体

2005年11月22日(火)14:00～17:00

ひ らつ か ス カイ プ ラザ(平 塚 駅 北 口、MNビ ル11階 、 第 一 会

議 室)

「会 社 法 制 の 現代 化 一 新 会 社 法 で会 社 経 営 は こ う変 わ る一 」

i経 営 フォ.___.ラムー 基調 講 演 と円卓 討 論 会

llフ ォ ー ラム総 括一 情 報交 換 ・懇 親 交 流 会

(1}基 調 講 演14:00～15:30

i照 屋行雄 氏 「会社 法制 の現代化一 会社 経営 の論理 と倫.,a:・」

(神奈 川 大 学 経 営 学 部 ・大 学院 教授)

ll斉 藤 誠 氏 「新 会 社 法 と中小 会 社一 ビジネ ス 実務 へ の影

響一 」(税 理 士 、斉 藤 税 務 会 計 事務 所 所長)

(2)円 卓討 論15:30～17:00

コ5..^ディネ,^..ター 諏 訪 部 栄 亮 氏

(日本 経 営管 理 協会 理 事長 、 国際 経 営 コ ンサル タ ン ト)

デ ィス カ ッサ ン ト 照 屋 行 雄 氏

斉 藤 誠 氏

関 口 博 正 氏

i神 奈川 大学 国 際経 営研 究 所

ll共 催 湘 南 地 域 産 業振 興協 議 会

lll後 援 平塚 市お よび 平 塚 商 工会 議 所

1v協 力 神 奈 川 県 湘 南 地 域産 学 公 交 流 推進 協議 会

お よび 神 奈 川 大 学 産 官 学 連携 推 進 室

***

当 日のフォー ラムは、商法や会社法に関心 を持っ大学人 、研究者、企業経営者、

行政担 当者、大 学院 な ど40名 の専 門家が参加 してr基 調講演 とそれ に続 く円卓討論

会で熱 心に討論 し、意見の交換 を行なった。

国際経営 フォー ラムのプ ログラムの詳細 は、次の とお りである。

***
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司会 鵜 野沢 信 一郎 氏(神 奈川 県 湘 南 地域 県 政 総合 セ

ン ター 商 工観 光 第 一課 課 長)

13:30フ ォ ー ラム の受 付

14:00開 会 の挨拶 一 関 口 博 正 氏(神 奈 川 大学 経 営学 部 ・大学 院 助 教授)

<第 一部 基調 講 演>

14:10基 調 講 演1一 照 屋 行 雄 氏 「会社 法 制 の現 代化一 会社 経 営 の論理 と倫 理 」

(神奈 川 大 学経 営 学部 ・大学 院 教授)

15:20基 調 講 演II一 斉 藤 誠 氏 「新 会 社 法 と 中小 会 社一 ビジ ネ ス 実務 へ の影

響一 」(税 理 士 、斉 藤 税 務会 計事 務 所 所長)

15:30フ ォ ー ラム ・ブ レー ク

〈 第 二部 円卓討 論 会 〉

(パ ネル の設 定)コ ーデ ィネ ー ター 諏 訪部 栄 亮 氏

(日本 経 営 管 理 協会 理 事長 、 国際 経営 コンサル タ ン ト)

デ ィスカ ッサ ン ト 照 屋 行 雄 氏

斉 藤 誠 氏

関 口 博 正 氏

15:40新 会 社 法Q&A一 講演 内容 に対 す る フ ロア か らの質疑 と講演 者 に よる説 明

↓

16:00パ ネ ル ・デ ィス カ ッシ ョンー フ ロア ・パネ リス ト ・コーデ ィネ ー ター 間 の討

論

↓

16=40コ ー デ ィネ ー ター総 括一 「新 会 社 法 の狙 い と適 用Xデ イ に向 け て」 の提 言

↓

16:55閉 会 の挨 拶一 照 屋 行 雄 氏(神 奈 川 大 学 国 際経 営研 究 所 所 長)

17:00フ ォ ー ラム の終 了
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